
放課後等デイサービス Be すまいる 

身体拘束等の適正化のための指針 
 

１.身体拘束について 

障害者虐待防止法において障害者虐待が禁止されていますが、障害者福祉施設従事者等に

よる身体的虐待としては、同法第２条第７項第１号により、「障害者の身体に外傷が生じ、

若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束するこ

と」と定義され、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。 身体拘束の

具体的な内容としては、以下のような行為が該当します。これらはあくまで例であり、「利

用者の生活の自由を制限し、利用者の尊厳ある生活を阻む行為」という観点から身体拘束の

該当性を判断します 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.身体拘束が例外的に認められる場合の要件について 

（１）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者 

支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成 18 年９月 29 日付厚生労働省令第

172 号)第 48 条等、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 18 年９月 29 日

付厚生労働省令第 171 号）第 73 条等において、「…利用者又は他の利用者の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。」「…やむを得ず身体拘束等を行

う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

その他必要な事項を記録しなければならない。」とされています。 

 

（２）そして、障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き（令和２年 10

月版）において、やむを得ない場合の要件や手続については、次のとおり記載されています。 

① 車いすやベッド等に縛り付ける。 

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。 

③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。 

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 


